
資料 がん治療連携計画策定料の施設基準について 

 

 

１ B005-6 がん治療連携計画策定料   750 点 

  入院中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理するため、別に厚生労働大臣が定める

施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関（以

下「計画策定病院」という。）が、あらかじめがんの種類やステージを考慮した地域連携診療計

画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、入院中のがん患者に対して、

患者の同意を得た上で、当該計画に基づき当該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文

書により提供するとともに、退院時に当該別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文

書により提供した場合（がんと診断されてから最初の入院に係るものに限る。）に、退院時に１

回限り所定点数を算定する。 

    なお、この場合、当該別の保険医療機関への文書の提供に係る診療情報提供料（Ⅰ）の費

用は所定点数に含まれるものとする。 

  

  B005-6-2 がん治療連携指導料   300 点

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関（計画策定病院を除く）が、区分 B005-6 に掲げるがん治療連携計画策定料を

算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療

を行うとともに、患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書に

より提供した場合に、月１回に限り算定する。 

  なお、この場合、計画策定病院への文書の提供に係る診療情報提供料（Ⅰ）の費用は所定点

数に含まれるものとする。 

 

２ 留意事項 

 (1) がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料は、がん診療連携拠点病院等を中心に

策定された地域連携診療計画に沿ったがん治療に関わる医療機関の連携により、がん患

者に対して地域における切れ目のない医療が提供されることを評価したものである。 

 (2) 地域連携診療計画は、あらかじめがん診療連携拠点病院等において、がんの種類や治療

方法等ごとに作成され、当該がん診療連携拠点病院等からの退院後の治療を共同して行う

複数の連携保険医療機関との間で共有して活用されるものであり、病名、ステージ、入院中

に提供される治療、退院後、計画策定病院で行う治療内容及び受診の頻度、連携医療機関

で行う治療の内容及び受診の頻度、その他必要な項目が記載されたものであること。 

 (3) がん治療連携計画策定料は、がんと診断され、がんの治療目的に初回入院した際に、地

域連携診療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、地域連携診療計

画に基づく個別の患者ごとの治療計画を作成するとともに、説明し、それを文書にて患者又

は家族に提供した場合に、退院時に計画策定病院において算定する。その際、患者に交付

した治療計画の写しを診療録に貼付すること。 

 (4) 病理診断の結果が出ない等の理由で、個別の患者の治療計画を入院中に策定できない場

合であっても、退院後の療養を地域連携診療計画に基づき連携医療機関と協力して行うこ

とについて患者の同意を得た上で、適用する可能性のある地域連携診療計画やその場合

の連携医療機関等について説明し、可能になった段階で速やかに個別の治療計画を策定

するとともに、文書にて患者又は家族に提供した場合にあっては、算定可能とする。その際、

交付した治療計画の写しを診療録に添付すること。 

 (5) 計画策定病院は、治療計画に基づき、患者に対して治療を提供するとともに、患者の同意

を得て、適切に連携医療機関と情報共有を図るとともに、必要に応じて適宜治療計画を見

   



直すものとする。 

 (6) がん治療連携指導料は、連携医療機関において、患者ごとに作成された治療計画にもとづ

く診療を提供し、計画策定病院に対し患者の診療に関する情報提供をした際に算定する。

計画策定病院に対する情報提供の頻度は、基本的には治療計画に記載された頻度に基づ

くものとするが、患者の状態の変化等により、計画策定病院に対し治療方針等につき、相

談・変更が必要となった際に情報提供を行った際にも算定できるものである。 

 

３ がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料の施設基準 

 (1) あらかじめ計画策定病院において疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成

され、連携医療機関と共有されていること。 

 (2) がん診療連携の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院の整備について」（平成 20

年 3 月 1 日健発第 0301001 号）に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けた病院をい

う。がん診療連携拠点病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中

核的な役割を担うと認めた病院をいう。 

 (3) 届出に関する事項 

  ① がん治療連携計画策定料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の2を用いること。

がん治療連携指導料の施設基準に係る届出は、別添 2 の様式 13 の 3 を用いること。 

  ② がんの種類や治療法ごとに作成され、連携医療機関とあらかじめ共有されている地域連

携診療計画を添付すること。なお、その様式は別添 2 の様式 13 の 4 を参考にすること。 

 

４ 近畿厚生局への施設基準の届出について 

   

保険医療機関の皆様から連携の申し出をいただいた後、施設基準の届出を終えるまでに約 7

日間程度の日数を要します。 

連携をお申し出いただいた保険医療機関様へは、資料一式をお送りする際、当院が近畿厚生

局へ届け出る予定日の見込みをお伝えします。 

 

  毎月２０日ぐらいまでに連携の申し出をいただいた場合は、当月中に届出が可能ですが、月

末近くに連携の申し出をいただいた場合、届出が翌月となることがありますので、その旨ご承

知ください。 

  

 
 

   


